
  
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
① 休業していることを要件としている助成金について、業務に従事していたのにも関わらず、休業

を実施しているように偽って申請した。 

 

② 残業削減や有休取得に取り組む企業向けの助成金について、実際は有休ではなく労働していたに

も関わらず、有休を取得したように賃金台帳に記載した。 

 

③ 非正規社員を正社員に転換することを要件とする助成金について、当初から正社員として雇うこ

とを前提としていたにも関わらず、その約束はなかったということにして申請した。     など 

 
雇用保険法施行規則の一部改正により、雇い入れや教育訓練等に関する各種助成金（雇用関係

助成金）について、不正受給対策の強化が行われています。実際に、栃木県内においても懲役

2 年（執行猶予 3 年）の有罪判決を受けているケースもあります。 
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今年度より雇用関係助成金に係る不正受給対策が強化されています！  

ここで言う「不正」とはどういうことを指すのか？ 

 
① 不正受給による不支給決定又は支給決定の取り消しを受けた場合、その日から 5 年経過してい

なければ、雇用関係助成金を受給することができない。 

 

② 助成金を申請しようとする企業の役員等に、他の企業で不正受給に関与した役員等がいる場合

は雇用関係助成金の申請はできない。 

 

③ 不正に受けた助成金の返還、不正受給日から返還日までの延滞金、不正受給額の 20％に相当

する額の合計額を弁済する。 

 

④ 厚生労働省のホームページにおいて以下の内容が公表される。 
◆事業主等の氏名 

◆事業所の名称、所在地 

◆不正行為の内容 

◆偽りの証明等を行った教育訓練機関や代理人（社労士等）の氏名、事業所の名称・所在地 

 

「不正」が発覚した場合、どのような処分が行われるのか？ 

労働局の職員が事前連絡なしに実地調査を行ったり、従業員に対して直接電話や郵送でのアンケ

ート、第三者からの通報等により発覚する場合があります。 

当然のことではありますが、事実と異なる書類を作成したり申請書に記載したりすること

はすべて「不正」にあたります。 

   近年、厚生労働省から委託を受けたと装って、助成金の申請や受給額の無料査定を行うとの書

面を一方的に送付（ＦＡＸ）し、助成金の活用を勧誘する事業者が存在します。これらの事業

者は、手数料などを目的に、本来受けられない助成金について受給を提案して来る可能性があ

りますので十分ご注意ください。 

注 

支給申請時に、取締役の一覧

を提出することとなりました。 

・氏名（旧姓も併記） 

・性別 ・生年月日 

 

●年に１回の定期健康診断を実施いたします。ご希望の場合は、お申し込みください。 

今年は、10 月 29 日（火）と 11月 20 日（水）の 2回です。 

●健康保険・厚生年金の定時決定（算定基礎届）を行っています。４・５・６月の報酬を基に９月 

からの標準報酬月額を決定します。 

●労働保険料等の申告納付は、7月 10 日（水）までです。忘れずに納付をお願い致します。 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
  
   
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

わたしのひとこと 

 

 

満開のヤシオツツジ 

雨続きの毎日ですが、天気の様子を見ながら自然を味わっています。 

日光の高山は前回に続き２度目でしたが、中禅寺湖に下り、先日見られなかった 

クリンソウを見てきました。 

今年は花が少なく感じましたがとてもきれいでした。ヤシオにも感動しました。 

《筆者：古谷野》 

【まとめ】 助成金を受給することが第一義的な目的とならず、人材の確保や雇用の維持、社員のスキルアップな

どについて、企業の方向性に沿った上で正当に申請すれば、助成金は有効に活用することができます。 

クリンソウ 

ヤシオ 


